
（資料提供）  

市町村における多様な相談支援体制の整備について  

○ 相談支援事業については、原則として平成18年10月から、障害種別にか  
かわらず市町村に一元化して実施されることとなっており、市町村においては、  
地域における相談支援体制の整備が急務である。  

○ 今回、全国の先進地における多様な相談支援体制に係る取組み事例を取   
りまとめたので、これらを参考として、地域自立支援協議会の設置を含めて、   
地域の実情に応じた相談支援体制の整備に努められたい。  

○都道府県においては、今後、市町村において、相談支援事業が適正かつ   
円滑に実施できるよう、広域における調整等、積極的な支援が重要である。  

2006年8月24日  

－1－   



－2－  

市町村における多様な相談支援体制のあり方（例）  

1障害種別に関わらず総合的拠点を設置  
①宮古市（市人口約6万人規模圏域約10万人規模）  

②秦野市（市人口約17万人規模）  

2 障害種別に応じて複数の拠点を設置し、相互に連携  
（D藤沢市（市人口約40万人規模）  

3 地域包括支援センターとともに総合的な相談窓口を設置  

①高浜市（市人口約4万人規模）  

②東松山市（市人口約9万人規模、圏域約22万人規模）  

4 その他  

①長野市（地域のネットワーク構築市人口約38万人規模）  

②綾瀬市（相談支援体制のステップアップ市人口約8万人）  
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例1－①  

窓口の設置、圏域5市町村共同設置）  （．3障害の総合相   

○人口：圏域 約10万人（うち宮古市約6万人）  

O「障害者相談コーナー」の設置   

■市内中心商店街のデパート内に設置  

・開設白はデパート営業日と同じ（土・日も開設）   

午前10時から午後7時開設   

暮宮古市社会福祉協議会に委託。（身体1知的・精神の3障害に対応）  
・市社協の相談職員に加えて、地域の相談支援事業者から派遣されたコー   
ディネーター等が相談に応じる。  

O「宮古圏域障がい者福祉推進ネット（レインホ●－ネット）」  

・企業・産業団体・医療機関・施設▲ホ●ランチげ団体・行嘩等100団体で構成  

1障害者相談コーナーを支援  

○モデル事業からのステップアップ  
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モデル事業からのステップアップ  

不完全な  

事業連痍  

相談コーナー全体の管理業務   

（宮古市モデル事業）  
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相譲コーナー綱報8・開放時間  

【開設日】キヤトル営薫日と同じ（土・日も開設）  

（年末年始は休み）   

【開設時間】 午前10時一午後7時まで  

相談コーナーでは、悪口、官話等によって相談に応  

じ、必要に応じて助言、什報捷供及び書門機関等へ  

の紹介や利用あっせん等を行います。  

℡ （0193）71－1245  
FAX（0193）71－124  

キヤトル4F  
障害者欄儲コーナー班？   

障害を持った方の社会参加を促進するた  

め、宮古市・山田町・岩泉町・田野畑村・川井  

村の5市町村が負担金を出し合い、宮古市社  

会福祉協旛会に事業を委託して相談支援事  

業を実施します。  

【問合せ先】  
宮古市禰祉課陣書福祉係   ℡0103－82－2111  
宮古市社会福祉協議会  ℡0183一朗－5050  

盲円ショップ  
「ラ・エンJ  

エレベーター  
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例1－②  
支援体制の概要  秦野市障害福祉相  

（3障害の総合相談窓口の設置）  

○人口：168，481人（平成18年7月現在）  

室」の設置  O「障害福祉なんでも相   

・秦野市保健福祉センター内に設置  

・火・木・土曜日 午前10時から午後4時開設  

■NPO法人に委託。（身体・知的・精神の3障害に対応）  

■相談室の職員に加えて、地域の相談支援事業者、施設尊から派遣された   
専門職員が相談に応じる。  

・10月以降の体制、開設日等を検討中。（ステップアップ）  

O「はだの障害福祉ネットワーク」  

・地域の施設・作業所市社会福祉協議会■市等で構成   

■障害福祉なんでも相談室との連携  

○地域自立支援協議会   

一市が運営、相談室の中立公平性の確保  

○秦野市障害福祉事業連絡調整会議   




